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2015年度第2回団体交渉記録

日時：2016年1月25日（月）10：00~12：28

場所：本部第1会議室（3階）

交渉事項

１ 労働契約法関連（組合側申入れ事項）

２ マイナンバーの取扱いについて（組合側申入れ事項）

３ 諸手当、休暇の改善について（組合側申入れ事項）

４ 年俸制、クォーター制について（組合側申入れ事項）

５ 本学職員の給与の取扱いに関する基本方針について（組合側申入れ事項）

６ 平成 27年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針について （組合側申入れ事項）

７ 再雇用にあたって後任の補充をしない問題について（組合側申入れ事項）

■大学側　明野理事、佐藤人事企画部長、佐藤人事企画課長、山田人事給与課長等

□組合側　山下委員長、黒瀬副委員長、高橋副委員長、千葉書記長、高橋書記次長等

（文責：組合）

■補佐　これから交渉を始める。組合申入れ

の交渉なので組合側から発言する。

□組合（委員長）　緊急の項目が多い。メリ

ハリを付けて交渉したい。

＜決定事項の文書化＞

□組合（委員長）　まず一点確認したい。労

働協約の中に「団体交渉に関する協定」が

あり、その第７条に、決定事項は書面にし、

記名押印して各１通保管するとある。5 年

前、甲野理事と書面作成し掲示した。前後

の委員長はやっていないが、決定事項は文

書にする、ということをきちんとしたい。

よろしいか。

■理事　協定に書いてある通りにする。

［１］労働契約法関連

（１）1980 年 7 月以前採用の准職員と法人
化前採用の時間雇用職員については、すで
に大学方針で無期転換すべきものとしてい
ることを末端まで徹底し、「平成 30 年 3
月 31 日」等の雇用上限年月日が明記され
ている労働条件通知書はただちに是正する
こと。
＜東北大は非正規 53％＞

□組合（委員長）　関連して重要なことだが、

事務系人材マネジメントの文書は議論中で

修正もあり得るとのことだが、民間企業を

含め日本の非正規雇用労働者は約 4 割だ。
東北大は 50％と前回交渉で言ったが、今回

の資料に事務系職員の構成比として正規

47％、非正規 53％という数字が出ている。
いかに東北大が多く、ブラック企業かとい

うことだ。5 年任期の職員が皆やめたら東
北大はつぶれる。優秀な人材を確保する方

策、正規登用も見据えたキャリアパスなど

大学当局も認識が高まってきたと思う。

　1980 年 7 月以前採用の准職員、法人化前

採用の時間雇用職員は無期転換すべきもの

だと徹底すること、雇用上限が明記されて

いるなら是正することについて、どうか。

＜従前から雇用限度なし。明確に周知＞

■理事　1980 年 7 月以前採用の准職員、法人

化前採用の時間雇用職員は、従前から雇用

限度がないものとして整理していることは、

平成 26 年 3 月の部局長連絡会議・教育研

究評議会合同会議、全学労使懇談会で説明

しているが、今回の通知等でも明確に周知

したい。

＜5年経過後に申込み＞

　手続きは、5 年経過後に無期転換申込権

が発生し、申込みを経て無期転換する。

＜上記准職員等の更新上限＞

　労働条件通知書については、法改正への

対応のために様式を変更している。その中

の退職・解雇に関する事項欄に、更新の上

限は 1980 年 7 月以前採用の准職員は満 65

歳、法人化前採用の時間雇用職員はなし、

とあらためて周知している。その点はしっ
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かり明記している。

＜徹底と指導＞

□組合（委員長）　所轄している職員、当事

者までも徹底してほしい。

■理事　その点は、改正後の労働条件通知書

を使用するよう指導する。

（２）「労働条件通知書（兼同意書）」に次
年度更新することが明記され、かつ、雇用
上限年月日が記載されていない人は無期雇
用とすること。

□組合（委員長）　このことについてはどう

か。

■理事　今の就業規則で、非正規職員の雇用

期間は、一事業年度を超えない範囲内で雇

用し、上限は原則として 5 年以内とし、そ

の期間は、個別の労働契約において定める

としている。非正規職員の無期転換にあた

り、雇用限度のない 1980 年 7 月以前採用

の准職員、法人化前採用の時間雇用職員、

法人化前採用に準ずる時間雇用職員で個別

合意に基づくもの、それと、部局独自に整

理されているもの、たとえば医員、研修医

等については、希望する人は確認の上無期

転換の方向だ。ご指摘の労働条件通知書に

次年度更新が明記され、かつ、雇用上限年

月日が記載されていない人はいないと認識

している。

□組合（書記）　あってはならず、万が一あ

った場合にはすぐ是正される、と認識して

よいか。

■理事　その通り認識していただいて結構だ。

（３）無期雇用の制度の具体化について
・ 検討中の案を含めて早急に検討内容を
示し、実質的で十分な交渉期間を保障す
ること。

・ 無期雇用へのハードルを徒に高めず、
従事してきた業務に引続き従事できると
適切に判断できる職員は無期雇用にする
こと。

・ 無期転換の時期は5年経過後にこだわ
らずなるべく早くすること。

□組合（委員長）　本学では 53％が非正規で

1 年間に数千人の審査・面接をすることに

なる。我々は当事者である非正規職員の精

神状態や将来展望、人生設計が心配だ。で

きるだけ早くルールを決めて、そのもとで、

5 年経過後にこだわらずなるべく早く無期

転換してほしい。

■理事　非正規職員の無期転換制度は、昨年

12 月の事務連絡会議、運営企画会議、今年

１月 19 日の部局長連絡会議・教育研究評

議会合同会議に検討案を示し大筋了解され

た。組合にはその前、今月 12 日に検討案

を提示し説明した。

＜正規登用を見据えたキャリアパス＞

　本学の制度は、将来的に本学の基幹的業

務を担う正規職員に登用することも見据え

た新たなキャリアパスとして位置づけ、業

務上の必要に応じた配置転換を実施するこ

とにより、優秀な非正規職員の継続的・安

定的確保とスキル蓄積による業務効率の向

上、非正規職員のモチベーション向上を目

的としている。大学の良質なマンパワーの

増強を期待している。

＜常勤職員としてのキャリアパスを経ること

が相応しい者＞

　選考基準は、組合に説明した資料の 4 ペ

ージだ。常勤職員としてのキャリアパスを

経ることが相応しい者、継続性のある業務、

業務遂行能力・意欲等が高い場合、部局長

による更新時の評価に基づく総合的評価を

行い、推薦書を提出し、人事労務担当理事

が確認し承認の可否を決定する。

＜部局推薦を経て 5年以内での転換可＞

　原則として、有期雇用契約は通算 5 年が

限度で、5 年を超えて更新した場合、無期

転換権行使を経て転換するが、優秀な非正

規職員は部局推薦を経て、5 年以内でも無

期転換したいという希望があれば、無期転

換が可能になる制度にする予定だ。

□組合（委員長）　部局によっては、5 年以

内に判断して良い、ということか。

■理事　5 年経過後に手続きを踏むか、部局

長から推薦されて出てきたものだ。

□組合（委員長）　部局長連絡会議の承認が

あったということか。いつでも始められる

のか。

■理事　部局長連絡会議で説明し、異論はな

かった。

□組合（委員長）　わかった。教授会で議論

になるだろう。非正規職員を抱えている教

員、部署から希望があれば、できるだけ早
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く無期転換したいという具体的な例が上が

ってくるだろうから、本部では速やかに進

めてほしい。それでよいか。

＜前提条件＞

■理事　部局から、優秀な人について、ぜひ

無期雇用にしてほしい、という推薦が上が

ってきた場合だ。これが前提条件だ。

□組合（委員長）　当事者である非正規職員

は不安だ。この間いろんな秘書等非正規職

員と話したが、とにかく経済的に不安定だ、

次が不安だ、という声がどんどん上がって

くる。能力があると部局が判断し、手続き

をすれば、当事者にとっても我々にとって

も、全学にとっても部局にとっても良いこ

とだ。各部局の教授会等で発言し、部局か

ら推薦があれば速やかに進めてほしい。そ

うすれば、５年限度となる平成 30 年 3 月

末での混乱がなくなるだろう。

（４）更新評価の適切さについて組合が立ち
会って十分な説明を求めることができる組合
員のための窓口を設けること。
□組合（委員長）　更新評価については、能

力等の基準がある。組合としては、組合員

に不当な差別があったり、納得がいかない

場合のために、組合員のための窓口を設け

ることを要求する。

■理事　更新時評価については、評価方法を

示してこなかった。今後は、評価シートの

標準例を作成し、業務遂行能力、意欲、協

調性、責任ある対応等々項目に対する評価

基準を示して周知する予定だ。

　苦情相談は、現在の人事評価制度でも、

事務職員と、試行だが教育研究系技術職員

について、職員相談室で行っている。すべ

てこれで行う。

□組合（書記）　それに組合が立会えるか。

■理事　これまでも、個人が苦情相談のため

に活用してきた。そういった形で対応した

い。組合員も、個人として評価について苦

情がある場合に職員相談室に話してもらう。

□組合（委員長）　組合員が納得いかない場

合に、また交渉なりで対応する。

＜金研の3年限度問題＞
□組合（委員長）　それ以外に、金研は 3 年

雇用だ。確かに部局自治はあるが、無期雇

用という段階だ。教員も、3 年でやめられ

たら困ると言っている。有期ならば派遣で

良いと、派遣を使ったりもする。おかしな

事態だ。他部局は、図書館も５年限度にな

った。最低 5 年は普通のルールだ。当局は

部局の雇用形態をどの程度把握しているの

か。

■理事　金研は 3 年限度ということだが、た

しか、ある要件を満たせば 5 年ということ

もあったと思う。就業規則では原則として

最大 5 年となっている。部局によって人事

政策がある。それにもとづいて部局にあっ

た形で、就業規則に決められた範囲内で運

用していくということだ。各部局の運用が

全体の就業規則に適合していないというこ

とのないように、日頃から把握している。

□組合（委員長）　部局によってまちまちな

のは、労働条件に差が出て不満であり、教

員も不満だ。部局自治はあるので、本来金

研で直すべきことなのはわかる。が、労務

担当理事も把握していると思うので、我々

は支部を通じて提案して改善するが、可能

な限り理事としても全学的な足並みをそろ

えるよう対応し是正してほしい。例外的な

事項なので、我々の方としても対応する。

□組合（副委員長Ｋ）　（４）の組合が立ち

会うことについてはだめだというが、弁護

士が立ち会うのは良いのか。

■部長　一義的には窓口で受け、その上で問

題なら、そういうことで対応するようにし

てほしい。

［２］マイナンバーの取扱いについて

（１）職員にマイナンバーの提出を強要しな
いこと。また、採用前にマイナンバーの提
出を求めないこと。性別標記が附随するこ
とにより性的少数者への不利益が生じない
ようにすること。

□組合（委員長）　多くの反対の声がある中

で強行された制度だ。マイナンバーをめぐ

る逮捕等の不祥事もある。いまだに渡され

ていない人がいるなど問題が多い。国民に

は、個人情報等を支配される不安もある。

違法に使われたり盗まれたりしないか、ナ

ーバスにもなっている。こういった状態の

中で教職員に提出が求められている。この

関係で、この間労使でやりとりもあったが、

就業規則の改正の第 8 条第 8 号に個人番号

カードの写し、個人番号の通知カードの写

し又は個人番号が記載された住民票記載事
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項の証明書の提出などがある。おかしいと

思ったのは、「職員に採用された者は」と

あるが、これは初めて採用される時に提出

するもので、在職者は無視してよいか。

■部長　よい。

□組合（委員長）　提出しないことで教職員

に不利益はないと聞いているが、どうか。

■理事　制度としては、マイナンバーを記載

することは社会保障と税務の書類に記載す

るということで、事業主の義務だ。職員に

は提供をお願いしている。強要はしていな

い。不利益のないようにとか、性別表記の

ことなどの要求があるが、職員への要請に、

性別の欄を設けていない。

□組合（委員長）　出さないことで不利益は

ない、と確認する。

■部長　我々もやりたくてやっているわけで

はない。事業主の義務なので義務違反にな

らないように、提出が拒否されても一度く

らいは督促する。提出しないことで事業主

には不利益がある。

□組合（委員長）　税務署はマイナンバーを

把握している。混乱はないだろう。

■部長　税務署も、今はマイナンバーの記載

がなくても受理する。税務と社会保障から

さらに他のものへ適用対象が広がる場合、

どうなるかはわからない。

□組合（委員長）　市議会のニュースをみて

も、仙台市の局長は記載が義務でないこと

を周知すると言っている。現段階ではこう

で今後はわからない、ということでよいで

すね。

（２）本学での運用にあたっては、マイナン
バーを検索キーとして教職員を管理しない
こと。また、マイナンバーをインターネッ
トに接続したパソコンで管理しないこと。

□組合（委員長）　もうひとつ、たとえば扶

養家族について記載されたものをコピーし

たコピー機やマイナンバーを入力したコン

ピュータがネットにつながっていて情報が

漏れるなどの危惧がある。構成員が安心し

て情報を出せるように、どういうふうに個

人情報を守る手を打っているか。

■理事　安全管理の対策として、マイナンバ

ー管理室を設けた。また、そこのコンピュ

ータはネットに接続していない。

□組合（委員長）　ミスした前例があるので

気をつけてほしい。

■部長　管理を外注している大学もあるが、

我々は職員が交代で管理し施錠もしている。

ネットにもつないでいない。このようにき

ちんとやっている。

□組合（書記長）　事務ＬＡＮにもつながっ

ていないのか。

■部長　そうだ。

□組合（委員長）　税、社会保障以外のこと

には流用しないのか。

■部長　　規定上もそうなっているし、それ

以外に使うはずはない。

［３］諸手当、休暇の改善について

（１）他大学と遜色がないよう諸手当を整備
すること。夜勤手当の額を改善すること。

（２）年次有給休暇の取得を保障すること。
要員不足から取得できなかった年次有給休
暇について補償すること。

（３）産前休暇を8週間にすること。
□組合（委員長）　東北大の手当は各大学、

各地域に比べて少ない。

□組合（執行委員Ｋ）　前回の交渉でも、夜

間看護手当の改善について話した。2004 年

の法人化以降も東北大は人事院規則の額と

同じで改善されていない。二交代で 6800

円、三交代の深夜勤務で 3300 円、准夜勤

務が 2900 円だ。人事院規則を上回ってい

る大学は二交代で東京大、名古屋大が 8800

円、京都大、金沢大で 9000 円だ。10 年も

据え置く理由は何なのか。法人化したので

自主性のある運営をしてほしい。

＜年休問題＞
□組合（執行委員Ｋ）　（２）については、

ここ 2 年ほど、7 対 1 看護体制が維持でき

なくなり、年休をとらないようにとの指導

が入ることもあった。昨年 6 月の病院長交

渉で、病院長は計画的に年休をとるように

と答えた。しかし有給休暇 20 日を消化で

きる看護要員の計算がなされていないこと

が明らかになった。事務職員は平均 4 日し

かとれていないと述べていた。そのこと自

体大変な問題だが、事務職員は、祝日は必

ず休めるが、病棟の看護師は祝日に休める

ことは少ない。もともと有給を消化できる

要員の確保がなされていないということは、
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年休をとらせるという考えがないとしか言

いようがない。昨年 11 月末時点で約 260

名もの看護師が途中退職、産休、育休、病

休などで欠員となる等、全体の約 3 割が欠

員の状況だ。増員で年休がとれるように希

望するとともに、超勤手当を削ることなく

きちんと支給するように、また、土日勤務

手当、看護職員教育指導手当など他大学に

あり、東北大学ではなされていない手当の

新設を要求する。

＜産前休暇＞
□組合（執行委員Ｋ）　（３）については、

産前休暇を 8 週間に引上げることは、2013

年度の病院の過半数代議員会で要求を提出

したが、大学全体から要求が出ていないの

で認められないとのことだった。現場では、

切迫流産等で産休前に休まざるを得ない実

態もあり、それだけ看護労働は厳しいもの

だ。全大教加盟の 26大学で産前 8週間だ。

民間でも常識となっている。東北では、岩

手大、山形大、秋田大、宮教大、福島大が

産前 8 週間で、弘前大と東北大だけが 6 週

間だ。改善を要求する。

＜年休問題＞
□組合（委員長）　年休が最初からとれない

シフト、体制になっている。何度も申し入

れたが改善されていない、労基署への告発

も含めて対応する予定だ。この実態につい

ては、理事、事情はわかりますね。

■理事　事情は承知している。

□組合（委員長）　病院長等への指導はした

か。

■理事　病院は採用を増やす努力をすると聞

いている。我々としても看護師を増やすこ

とについて病院をサポートする環境づくり

に取り組む。

□組合（委員長）　公募しても人が集まらな

い。実態が改善されず条件が悪すぎるから

だ。必要数の計算の仕方も、途中で休むこ

とが考えられていないし、最初の数が少な

い。病院長としては増やせば何とかなると

いうことだろうが、でも集まらない。手当

等条件が悪いからだ。本質的なところから

直さないと。何年も続いている問題だ。我々

としてはこれ以上堪えられず、労働局に訴

えている。ひと月くらいで直らなければ労

基署に行く。最終的には査察が入ることに

なる。お役所体質が変わっていない。

■理事　応募者を増やすため、各種合同就職

説明会に行って積極的に取り組むことや、

ウェブの活用などにかなり力を入れて取り

組んでいる。とにかく増やす、ということ

で病院の取組みをサポートしたい。

＜手当問題と病院の要員不足＞
■理事　手当は、本学では国家公務員の手当

を参考にしている。組合は不十分だという

が、周辺の事情を考えると国家公務員の手

当を参考にしている大学はたくさんある。

国民の理解を得るということでは、こうい

う形で進めていきたい。他大学と遜色はな

い。

□組合（委員長）　遜色はある。天下の東北

大が、なぜこんなに安いの、と言われてい

る。良い条件でないと良い人材は集まらな

い。我々としては、最初から労基法に違反

するような不十分な手当やローテーション

であり、確信犯的で大学の責任は大きいと

考える。徹底的にたたかうつもりだ。１、

２ヶ月みるが、労基署には訴えるつもりだ。

□組合（執行委員Ｋ）　大学病院は高度医療

で大変だ。高齢の患者も多い。高齢者はい

ろんなところが衰える。転ばせてはいけな

いが、高齢者はできると思っていろいろや

り、事故が起きたりする。人相手の仕事な

ので緊張が常にある。大変な状況の中、良

い大学病院だと認められるために頑張って

いる。夜勤が終わって、寝ないで来て、与

えられたものをやっているという人もいる。

一度夜勤をしてほしい。どんなに大変か。

こんなに条件を悪くしておいて良いのか。

里見総長は病院長をしていた人だ。ここに

出てきてくださいと言ったら、いじめられ

るからと。そういうことではなく、良い大

学病院をつくりたい。医者も働き過ぎだ。

2000 年頃に過労死があり、看護協会も看護

師の労働条件改善のためにどんどん動き出

した。

□組合（組合員Ｎ）　一所懸命いろんなとこ

ろで宣伝しても人は来ない。来ないのに、

ただ一生懸命説明や勧誘をしていると言っ

ても、もう一つ進んで何らかの改善をしな

いと来ないと思う。離職率も上がっている

ので、それを下げることも大事だ。他と比

べても遜色ない条件にしなければ。遜色な

いけれども来ないというのならばもっと改

善しなければ。地方の大学では人が集まら
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ず７対１看護に移行できない時に、条件を

改善することで看護師を確保した。新採用

の看護師が、もとの大学の人たちが来ない

のは、他大学を見て、最初に示された条件

でそっちにいっぱい行っているとのことだ。

最初に示された条件というものはそれほど

大事なのだと思った。手当の改善は絶対的

に必要だと思う。

■理事　あらためて看護師の業務が大変だと

いうことが良くわかった。夜勤も大変だと

認識しているが、さらに認識した。離職率

が高いので、それを下げて人数を増やすこ

とが大事だ。経営側の方で人数確保に取り

組んでいるので、本部としてもサポート、

環境づくりにとりくむ。

□組合（組合員Ｎ）　診療報酬の条件の中に、

看護師数がある。そのために休まないで働

かされて、収入に貢献しているのに、この

手当では納得できない。

□組合（執行委員Ｋ）　過労死しそうだ。

＜手当＞
□組合（副委員長Ｋ）　手当に遜色がないと

いうのは意外だ。いろいろ比較して、ピッ

クアップして太字にしてみた。傾向をみる

と、病院関係の手当が少ない。教育に対す

る手当も少ない。北大では基礎クラス担当

等手当がある。本学で言うと全学教育担当

ではないか。岩手大では助教講義担当手当

がある。教育でも本学は手当が少ない。

　教えてほしい。学位論文審査手当は、審

査一本あたりでいくらなのか。

■給与課長　あとで回答する。

□組合（副委員長Ｋ）　入試業務担当手当が

あるが、手当がつく入試業務とは何なのか。

作題は入るのか。何をもって入試業務とい

うのか。後で良いので教えてほしい。

■理事　後で答える。

＜部局任せの問題について＞
□組合（支部書記長Ｋ）　理事の説明は、率

直に言って相変わらずだと感じた。環境づ

くり、重要性は認識している、と、何年間

も聞かされている。いわゆるブラックな企

業のパターンだ。各店長の裁量に任せて、

環境づくりをしている、と。その実態がこ

うだ。病院長に言っている、というが、シ

ステムそのものを変えるつもりはないのか。

■理事　病院について話が出た。看護師の人

数の問題で、とにかく増やすために、緊急

にいろんな取組みをしている。働いている

人のモチベーションを高めることは、常に、

大学のパフォーマンスを上げることにとっ

て重要だと取り組んでいる。

□組合（支部書記長Ｋ）　システムと言った

のは、勤務体制、手当、産前 8 週間、休暇

の取り方等の改善のことだ。

＜産前休暇＞
□組合（委員長）　産前休暇 8 週間は、理事

が、はい、と言えば実現するのではないか。

■理事　産前休暇８週間は、要求内容を精査

して検討したい。

□組合（委員長）　いつまでに回答するか。

■理事　いつまでにと即答できないが、検討

する。

□組合（委員長）　事務ルートでやっている、

といっても、末端までさっぱり伝わってい

ない。機能していないのではないか。前に

言ったことが、2 ヶ月経ってもいまだに事

務から何もきていない。東北大はどういう

システムになっているのか。話し合ったこ

とが下に伝わらないならば、会議をしても

仕方がないのではないか。何かパイプが詰

まっている。

□組合（副委員長Ｋ）　前回も言ったが、大

学本部から出てくる人は権限をもっていな

いと意味がない。ここで即断できない、い

つまで決められるか聞いても、それもわか

らないと。権限のある者でないと困る。

■理事　権限がある者として話をしている。

□組合（副委員長Ｋ）　では、回答してほし

い。

■理事　産前休暇は、国家公務員が 6 週間で

あり、これを参考にしている。この考え方

のもとに事務でも対応している。産前休暇

を国家公務員の休暇制度に準拠していると

いうことからすれば。病院から出ている要

望だが、他部局の教職員の要望の有無を含

めて総合的に把握した上で。いま要求内容

を精査して検討したいと言ったのはそうい

うことだ。影響も評価しないといけない。

時間が必要だ。この場では答えられない。

□組合（副委員長Ｋ）　いつぐらいまで回答

できる、と言えないわけはない。

■理事　この場では、検討する、と言った。



7

全学に適用した場合の問題を検討し、導入

する場合には、導入する時期をあらためて

説明する。

□組合（委員長）　本来なら総長が出てくる

べき交渉だ。労務担当理事が出てきている

ということは、全権委任されているという

ことだ。回答できないということは、全権

委任されていないということだ。総長なら

即答する。総長はあなたに任せるというこ

とだ。そうでなければ、あなたとは交渉し

ない。全権委任されているなら答えるべき

だ。法人化後、他大学との差が出ている。

それが法人だ。東北大学は、最も待遇の良

いところと比べて、もっと良くしている、

ということを言わなければいけない。それ

が労務担当理事の仕事だ。横並びで、もっ

と悪いところがある、ということでは人材

は集まらない。

□組合（副委員長Ｋ）　事務系人材マネジメ

ントの課題で、旧来の公務員的な発想が問

題視されている。理事がこの発想では問題

なのではないか。

■理事　税金で運営費の半分以上を賄ってい

る。公的な役割がある。手当、給与の面で

も人事院勧告を有力な参考資料として考慮

して取り組んでいる。公的セクターだから

であり、発想の問題とは違う。法人化し、

国とは違うので独自に考えていかなければ

いけないが、税金を考えるとバランスを常

に考えていかないといけない。

□組合（委員長）　法人になり、ばらつきは

どんどん出て、手当などに差がついている

のに、旧来の公務員的発想ばかりやってい

る。一番良い条件を調べ、東北大の条件の

良さを言えば良い。そうしても国民から批

判されない。看護師の年休の実態を言えば、

国民から同情される。すべての手当、条件

を調べ、一番良いものを出してほしい。看

護師はそれ以上の良い看護をする。それが

労務担当理事の仕事だ。それが噛み合わな

いからいつも喧嘩になる。労働条件を悪く

するための労務担当理事かと。国が運営費

交付金を減らすところに問題があるが、

我々のめざすものは同じだろう。できるだ

け従来通りということなら、ブラック企業

と同じだ。

■理事　産前休暇について、前向きに検討す

る。

□組合（副委員長Ｋ）　いつぐらいまでにと

いう目安ぐらい示してほしい。

□組合（支部書記長Ｋ）　年度内にお願いす

る。

□組合（委員長）　1 月か 2 月に出せば、人

が集まることにつながる。できることだ。

やったらダメだと言う法律はない。

■理事　前向きに、できるだけ早期に検討す

る。

□組合（委員長）　病院は完全にブラックな

ので、労働局と労基署に言う。

　総長にブラック企業大賞からの脱却を明

記すべきだと言ったら、総長はそんなに恥

ずかしいことはできないと言った。しかし、

それ以上にひどい状態だ。

（４）時間外・休日・深夜の勤務にかかる割
増賃金の不払いをなくすこと。

（５）時間雇用職員に一時金を支給すること。
□組合（委員長）　時間外の割増賃金の関係

で、教員でも深夜、休日には割増賃金が出

る。しかし部局では、金がないので出せな

いという。当局には義務があるのに。この

ままでは全部暴露することになる。どれだ

け東北大学がブラック企業化しているかと

いうことだ。ブラック企業大賞の後で更に

ブラック化している。割増賃金が出ること

はご存知か。

■理事　時間外、休日、深夜勤務にかかる割

増賃金の不払いの実態があるとは考えてい

ない。不払いがないように労働時間の適正

管理を徹底する。

□組合（委員長）　通達はいつ出すのか。真

夜中に仕事をしている実態はある。卒論や

修論もある。昼はそういうことはできない

実態がある。

■理事　管理監督者が実態を把握して、適正

な超勤手当を支給するように徹底する。

□組合（執行委員Ｋ）　病院では、外来のパ

ートには超勤手当が出ず、その分をためて

他の日に振り替えている。ちゃんとお金と

して出さないと労基法違反ではないのか。

たとえば、今日 1 時間超勤をしたとする。

それは支払われず、別の日に１時間早く帰

るということがされている。

■理事　対象となる時間に勤務したのならば、

超勤手当として出すべきだ。そういうこと

のないように徹底していきたい。
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□組合（執行委員Ｋ）　すぐにしてください。

□組合（支部書記長Ｋ）　（３）のすべてに

ついて、いつまでに回答する、と言うのが、

責任ある答弁だ。そういう回答が出ないと、

今まで何度もはぐらかされている。検討し

ます、というようなことではだめだ。

□組合（書記長）　サービス残業がないとい

う認識だが、きちんと調査しているのか。

技術職員が実験等で徹夜する場合もあるが、

4 時間以上つけるな、と言われることも多

い。残業代だけで、深夜勤務はつけるな、

ということだ。教員も含めて実態調査して

いるのか。

■理事　そういうことがないように、管理監

督者が実態を把握して、適正な手当を払う

ように徹底する。

□組合（書記次長）　通知を出してもらえる

のか。

□組合（組合員Ｎ）　看護師のアンケートに

取り組んだ。きちんと払われていないとい

う回答が多かった。実態は、未払いはある。

昨年、薬科大には指導が入ったと思う。東

北大も入ってもらった方が良い。

□組合（委員長）　調査に入ってもらうとい

うことで良いか。東北大から払ってもらう

という手続きに入って良いですね。一番良

いのは、すぐに大学当局が通達を回すのが

良いが。

□組合（書記長）　事務方はコンピュータで

管理している。それならある程度把握でき

るだろうが、教員や技術職員には、コンピ

ュータの電源を落とすことができない人も

いる。大学本部から職員に対する実態調査

をしてもらわないと正確な数字は上がって

こない。いつまでに通知を出す、いつまで

に集める、としてもらわないと。年度内、

年度開けといった回答がほしい。

■理事　労働時間の適正な管理を前提として、

申請して超勤をすることになるが、超勤を

した場合には支給するのは当然のことだ。

実態に合った適正な手当を支給するよう早

急に徹底する。

□組合（委員長）　すでに不払いの実態があ

る。それについてはどうするか。自主申告

をしてもらえば出す、とするしかないか。

大学が通知を出すか。サービス残業につい

ては連絡されればきちんと払うと言うこと

だ。それを言いたいのではないか。

■理事　超過勤務の実態がある時に払うのは

当たり前のことだ。

□組合（委員長）　過去に遡って良いか。病

院など、管理者側が違法な不払いを進めて

いる問題もある。

■部長　もう少し各部局の事情聴取をさせて

ほしい。

□組合（委員長）　毎回言っているが正され

ない。だからここで言っている。

■部長　すぐに解決できることならば解決す

る。財源の問題もある。事務長、事務部長

に事情を聞いてみる。

□組合（副委員長Ｋ）　財源がなかったら払

わなくて良い、ということではないはずだ。

■部長　手続きについてだ。

■理事　まずは事情を事務長、事務部長に聴

取する。

□組合（委員長）　本来、当事者が言わない

とわからないことだ。メールで全教職員に

通知して調査すれば良い。なぜ事務長、事

務部長なのか。

■部長　窓口での指導の問題が指摘されたの

で。

□組合（委員長）　それはそれでよいが、そ

れに加えて全教職員にメールすれば簡単だ。

■部長　事務職員には出退勤管理のシステム

があり、それは機能している。技術職員は

試行中だ。教員は、裁量労働制なので時間

の管理をしないということだ。

□組合（委員長）　勤務時間管理ではなく残

業のことだ。いずれにしても、文書で良い

ので、いつまでに返答するか、こういう実

態があった、または指導をした等の報告は

必ずください。

＜年休の時効と補償について＞
■理事　（２）後段の補償について。補償と

は金銭の補償だとすると、買上げ制度をお

こなった場合、有給休暇を取得しないで対

価を選択することになると年休制度の趣旨

が違ってくるので、年休の抑制につながる

ので、補償制度は検討する予定はない。

□組合（小野寺）　人数が明らかに足りない

から生じている問題について補償の検討も

しないという回答か。



9

■理事　有給休暇を取れるよう周知をする。

□組合（委員長）　病院側は有給がとれない

ローテーション設定をしているので、強い

指導をお願いする。

□組合（委員長）　パートにはボーナスがな

い。前の井上総長の時に議論になり、あと

一息のところで、財源保障されないからと

いうことで潰れた経緯がある。再度、仕切

り直しで検討してほしい。経緯を知ってい

るか。

■理事　経緯は承知している。当時の雇用情

勢を考えると、他大学でパートに一時金を

支給しているところはないので見送りにな

ったと理解している。運営費交付金が削減

されてきている現状だ。本学をとりまく情

勢を総合的に勘案すると、国や他大学に先

駆けて支給する状況にない。

□組合（委員長）　東北大がレベルの低いと

ころに合わせる必要はない。高いところと

遜色のないようにするのが理事の仕事だ。

運営費交付金だけでなく科研費等からでき

ることだ。いつでもできる。数部局が反対

したときに、総長裁量経費から払うと言え

ば問題なかった。全学的に科研費をもっと

頑張って獲得するように言い、そういう指

針を出せばよい。なんとかしましょうとい

う方針が全然出ずにグローバリゼーション

などと言っている。前にいた大学では、で

きないときに、教員にカンパをお願いした。

そのくらい皆いろんなことを考えている。

東北大がやれば皆感心するだろう。

［４］年俸制、クォーター制について

（１）大学作成の承継枠年俸制にかかるケー
ススタディを末端まで周知すること。

（２）本部人事企画部が、部局から要望があ
れば個々の教職員の具体的状況に応じた年
俸額の試算をしていることを、末端まで周
知すること。個々の教職員から要望があれ
ば同様の試算をし、本人に提供すること。

□組合（委員長）　月額制から年俸制に変わ

った時にマイナスになることもある。全学

に、シミュレーションしてもらえることを

通達してほしい。いつでも事務方に聞けば、

自分のことについては計算してもらえる、

ということを通知するべきだ。どうなって

いるか。

■理事　年俸制に移ることを検討している教

員がいれば、部局を通じて言ってもらえれ

ば、本部で試算するということを部局事務

には伝えてある。それが十分伝わっていな

い。関心のある教員に伝わるように事務に

言う。

□組合（委員長）　全教職員にメールを回せ

ば良い。なぜ各部局長から事務まで行って、

教員まで届かないか。

■部長　中心に進めているのは、60 歳以上の

教員と若手の任期制の教員なので、あえて

通知を出そうという状況にない。

□組合（委員長）　それはおかしい。総長は

どんな形でもあり得ると言っている。いろ

んな例をあげている。

■部長　進める中心は 60 歳以上の教員と若

手の教員でやっている。

□組合（委員長）　それ自体、メールとして

回っていない。完全にパイプが詰まってい

る。

■部長　部局長連絡会議で何度か出している。

シニアと若手が中心だということを言って

いる。

□組合（委員長）　どこが対象でもメールは

全員に、対象者でなくても、出していいも

のだ。

■部長　計算が大変なので、本気で検討する

のならばともかく、興味本位で試算してほ

しいということでは困る。

□組合（委員長）　それならそれで、前回そ

のように言うべきだ。いずれにしても、末

端まで伝わるようにしてほしい。

（３）事実上、労働条件の一方的不利益変更
となるクォーター制実施方針を見直すこと。
・ 早急に教職員への説明会を開催するこ
と。また、学識経験者の意見を聞くこと。

・ 実労働時間を1日7時間45分とみなし
ているもとで夕方以降の義務的な業務を
増やすことは不当であり、そのような一
方的な不利益変更はしないこと。

・ 現在保障されている祝日の休日を一方
的に奪わないこと。

・ 振替休日・代休がきちんととれる見通
しを示すこと。クォーター制によって余
儀なくされる休日・深夜の勤務にかかる
割増賃金について十分な予算措置をする
こと。
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・ 出勤簿への押印にあたって実際に出勤
した日（振替休日に出勤せざるを得なか
った場合等）に押印を求め、休日出勤に
は休日給を支給すること。

・ 教員だけでなく技術職員等の休日・深
夜勤務等についても、割増賃金や代休を
保障すること。

□組合（委員長）　クオーター制に伴う労働

条件について、全学教育における学生の授

業時間外の学習時間があまりにも少ない事

実について深い反省があったことを改めて

明記する必要があると。要するにクオータ

ー制をなぜ試行するのか。すごく矛盾して

いる。他大学の事例があるとか、授業が早

く終わりサバティカルや海外研修に、学生

にとっては海外留学等に使えるということ

だが、東大のある学部では 12 月に終わっ

た学生が何をしているかというと、1~3 月

はアルバイトだ。授業外学習ではなく遊ん

でいる。講座の先生は困っている。趣旨と

全然違うところで動いている。やっている

ところはほとんど失敗している。東北大自

身が案を練り、学習の向上、勤労条件を全

てクリアした上でやるのなら良いが、試行

して後２年でやりますよと話が進んでいる。

年休とか土日祝日とかどんどん流動してい

る。まず、教務制度をいじくる場合、説明

会をきちんと開かないといけない。

　実労働時間の問題だが、土日休みにする

なら６時限目で考えると終わるのは何時に

なるか。６時半か。当然事務方もいなけれ

ばいけない。そういう場合の労働条件、超

過勤務、割増賃儀、予算措置などをどうす

るのか。

■理事　労働条件で、６時限目についてだが、

授業時間は変更がないということだ。夕方

以降の義務的な業務が増すということはな

いと聞いている。

　祝日は、中間報告にあったが、意見交換

の中で否定的な意見が多いということで、

最終報告書に向けては実施せず、実施する

場合にも必要最低限にとどめる、としてい

る。祝日に授業を実施しないとなれば、こ

こにある問題点はなくなる。最低限の日数、

祝日に講義を実施する場合は、振替を適正

に実施する、とするよう考えている。

□組合（委員長）　2 年後には行い、最初は

共通教育、全学教育から実施するとのこと

だ。全学教育だけで専門教育をしなかった

ら、趣旨は生かされない。たとえば、1 週

間に 2回授業があると 2週間で４回。追試、

再試、再々試等もあるが、そこまでして教

育効果が上がるのか。なぜこれをする必然

性があるのか。実施している大学からは不

満の声ばかりだ。東大は失敗した。全学的

に、学生も含めて意見聴取をやらないと、

強行しても元に戻るのではないか。我々が

危惧している祝日、休日等については基本

的に行わないということだが、我々が挙げ

た懸念事項のようなことが出てきたらその

段階で又議論したい。

□組合（書記）　休日は行わない、という中

に土曜日は含まれるのか。

■部長　土曜日は、一部出てくる。

□組合（委員長）　事務方も出てくることに

なるだろう。組合とも当事者とも話合いが

必要だ。それに見合う保障もしなければな

らない。労務事項だ。花田さんが言ってい

ることもどんどん変わっている。意見聴取

中なのだろうが、我々としては、きちんと

学生も含めて話し合ってほしいし、他の大

学の調査もシビアにやってほしい。

［５］本学職員の給与の取扱いに関する

基本方針について

（１）決定までのスケジュールを先に決めず、
複数回の交渉を含む十分な交渉期間を確実
に確保すること。

□組合（委員長）　平成 27 年 10 月役員会承

認の「本学職員の供与の取り扱いに関する

基本方針（案）」に「給与改定の実施時期

については、人事院勧告に基づく給与法の

改正、労使交渉に要する十分な期間の確保、

人件費予算の計画性の確保などを考慮して

決定する。」とあるが、今年はほとんど一

方的に通知がされた。過半数代表者は交渉

相手ではなく、単に一方的に意見を聞くた

めの相手だ。労使交渉できるのは組合だけ

だ。毎回、決定後に組合に説明しているの

はおかしい。まず人事院勧告が出たら組合

と交渉すべきだ。10 月に方針が出て交渉は

今だ。当局が自分で出した文書のルールを

守っていない。今後については人事院勧告

が出たらすぐ労使交渉をもち、交渉がすべ

て終わった後に過半数代表者等に説明を行

う。これが手順だ。よろしいか。

■理事　十分に協議する時間確保はするが、
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使用者方針を決めた後でないと労使間の交

渉はできない。

□組合（委員長）　十分な時間の確保をお願

いする。

（２）独立行政法人通則法改正の趣旨に則り、
比較すべきことをちゃんと比較すること。
・ 教員給与は、同規模の私立大学を含め
て比較すること。

・ 最も給与水準の高い地域に勤務する国
家公務員の給与・手当と比較すること。

□組合（委員長）　人事院勧告は国家公務員

について出るものだが、その仕組みは民間

の 50 人以上の会社の平均値をデータとし
て使っている。人事院が下部団体に依頼し

ているが、その中には国立大は含まれない。

国立大については国大協が天下り団体に頼

んで人勧を国立大に当てはめるとどうなる

か検討し、それをもって国大協に降ろすが、

これは各大学で決めるべきでありあくまで

参考意見として降ろす。一方、閣議決定で

公務員に準じてとあるが、この交渉の時間

について、30分位の延長は可能ですか。（理
事、了解）。ボーナスカットもやらなかっ

た大学もある。東北大学としてどこと比べ

るか。同じ規模の私立大学と比べずに 50

人規模の民間企業と比べるのはおかしい。

■理事　私立大学と国立大学では平均年齢も、

教授の割合も、教育研究条件も違う。単純

に本給の違いを比較するのは困難だ。人事

院勧告は民間企業の給与等を調査、比較し

ている。国民からみて理解を得られるよう

にと勧告が出されている。国立大は税金で

守られている。国民の理解を得るため人事

院勧告を参考にして給与を決めている。

□組合（委員長）　民間のデータの取り方が

おかしい。私立大学でそれなりのところは、

それなりの給与だ。文系の優秀な教員で、

労働条件を総合的に判断して私学に定年前

に移る教員がいる。国立大の給与が上がっ

ても、実績があれば誰も文句は言わない。

給与待遇をアメリカは自分で決められる。

横並びで待遇を悪くするならば、私立大学

や研究機関にどんどん流出する。おまけに

残業代や年休の問題もある。こんな厳しい

労働条件の中で東北大を世界で一番になど

と誰が思うか。東北大は先陣をとって待遇

改善すべきだ。

　労務担当理事のスタンスを問いたい。東

北大を守るためにやっているのか、政府言

いなりの出先機関としてやっているのか。

政府、財務省に対して文句を言わなければ。

そういう立場で判断してほしい。手当を付

けるだけでも違う。

　寒冷地手当は以前皆に出ていた。地域手

当は今では多賀城より低い。毎回言ってい

るのに全然改善の兆しがない。本来は、言

われなくても、これだけやった、と言える

はずなのに、何も言わない。「できません。

できません。」の官僚答弁だけだ。

■理事　法人化したが、独立行政法人通則法

で方向が示されている。国家公務員の給与、

民間企業の給与を考慮して支給水準が国民

一般の理解と納得を得られるようにするこ

とが求められている。人事院勧告は民間水

準を考慮しており、それを参考にすること

が求められている。それが東北大の教育研

究活動を理解してもらうことになる。アメ

リカの大学は、民間からの寄附も多いので、

それなりに自由にやれるところが多いのだ

ろう。日本は国費に多くを依存している状

況を考えなければならない。

□組合（副委員長Ｋ）　アメリカの大学ラン

キングがあり、日本がアイビー・リーグと

肩を並べているのは寄附だけであり研究教

育ではない。特殊法人を見ても人勧をけと

ばしているところはいくつもあるが、世間

から批判されてはいない。東北大は参考に

しているにとどまらず人勧に従っている。

けとばして批判されるかどうか見てみると

良い。もし批判されたとして、それは理解

される努力を理事が怠っているせいだと思

う。

■理事　批判されてからでは良くない。法人

として東北大が国民一般から理解、納得を

得られる水準をここに置いている。国費が

相当入っており、また減らされてきている。

人勧は一番適切な参考資料だ。

□組合（委員長）　大学にもいろんな給与が

ある。いずれは人事院勧告から外れていく

だろう。

［６］平成27年人事院勧告に伴う本学役

職員の給与の取扱方針について

（１）ボーナスの改善は期末手当でおこなう
こと。

（２）地域手当を多賀城市と同様に改善する
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こと。
□組合（委員長）　ボーナスの改善は期末手

当で行うことを希望したい。

■理事　確認したい。期末手当の方でという

趣旨は。

□組合（委員長）　期末手当は一律に支給さ

れ、勤勉手当には評価がある。

■理事　良い評価の場合は上乗せになる。

□組合（委員長）　均等に渡してほしいとい

うことだ。

■理事　人事院勧告は勤勉手当でというので、

それに沿っている。

□組合（委員長）　期末手当での改善は我々

の要求だ。地域手当もそうだが東北大は低

い。良い人材は東北大に来ずに東大に行く。

我々が要求しなくても、労務担当理事が調

べて、我々はこれだけ頑張っている、とい

うのを示してほしい。

［７］再雇用にあたって後任の補充をし

ない問題について

（１）従来通り後任の補充をすること。
□組合（委員長）　従来は再雇用にあたって

は後任の補充をしてきたが、財源や震災復

興が一段落したなど種々の理由で後任の補

充をなくすということだ。震災復興は里見

ビジョンの大きな目玉だ。仕事の継承から

も再雇用と後任補充の両方があるのは良い

ことだ。東北大が頑張れば財源はカバーで

きる。従来通り後任補充することを要求す

る。

■理事　制度導入時に暫定的取扱いとして後

任補充に制限を設けなかった。それで重複

する形になった。事実上の増員ということ

で、見直しが必要だったが、震災があった

ので先送りした。それがだいぶ落ち着いて

きたので適切な対応をすべき時期であると

判断して、平成 28 年度から後任補充しな

いという方針にした。どうしても支障をき

たす部局は別途、人事企画部に協議申請し

て個別に精査し、検討、対応したいと考え

ている。

□組合（委員長）　組合としては全部局で従

来通りの後任補充をすることを希望してい

る。

（２）再雇用職員の勤務時間について本人の

希望を尊重するよう全部局に通達すること。
□組合（委員長）　再雇用職員の勤務時間に

ついて、本人の希望を尊重するように通達

してほしい。

■理事　再雇用職員は、法律でも、職場を提

供するようにとされている。部局であらか

じめ業務を確保して各年度に提示している。

高年齢者雇用確保法の趣旨に反しているわ

けではない。部局の提示内容に合わない場

合、希望者が特別な事情で希望した場合、

面談で合意に向けた話し合いをおこなって

いる。本部としても調整に努めていきたい。

□組合（委員長）　本人の希望を尊重するよ

うにお願いする。

（３）職員の定年延長制度について検討状況
を説明すること。

■理事　職員の定年延長等については、定年

延長、65 歳までの継続雇用確保措置、定年

廃止の 3 類型のうちからいずれかの措置を

講じなければならない。本学では、教員に

ついては定年年齢の引上げを選んだ。事務

職員等については、現行の定年年齢を維持

した上で 65 歳までの継続雇用制度を導入

することにしている。現在でもそれを変え

ることは考えていない。

［軍事研究、本学研究推進本部の「東北大学

における軍事・国防に関する研究等の基本

的考え方」について］

□組合（委員長）　先般、防衛省の科研費に

ついて大学の文書が回ってきた。すぐ研究

推進課長に連絡して、総長が軍事研究はや

らないといったのに、おかしいではないか

と言った。研究推進本部が見落として、全

学に回してしまったということだ。こちら

は、誤って通知してしまったのだから、撤

回の通達を出せ、言った。だが、いまだに

回っていない。

　今度この文書の改正案が出ている。防衛

省の科研費は基本的に軍事研究だ。基礎研

究に出すわけがない。米軍も 30 億出して

いるが、これも米軍が基礎研究に出すわけ

はない。

　「防衛省からの科研費については応募し

ない」「米軍についても応募しない」「そ

の他疑わしいものについては全学的に審議

する」とすべきだ。戦前の反省に立って禁
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止しているのに、戦前と同じことになる。

研究者はこういう公募がくると悩む。本来

は伊藤理事に言うべきだが。

■理事　この件は、その他、とのことだが、

私は人事労務担当だ。交渉事項は労働条件、

大学と組合の労使関係に関する事項だ。こ

の件は、団交の議題としては認識していな

い。

□組合（委員長）　団体交渉に関する協定の

中に、一方が申し入れた事項については交

渉できるとある。今回我々は申し入れてい

なかった。伊藤理事等が同席した方が良い

場合も含めて、労働協約に基づいて交渉で

きる事項だと思う。協約を再度確認してほ

しい。

■理事　確認してこの発言をした。

□組合（委員長）　組合の立場を述べた。


